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議
院
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穂
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提
出
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国
際
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権
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約
」
報
告
書
の
提
出
経
緯
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
高
井
美
穂
君
提
出
「
国
際
人
権
規
約
」
報
告
書
の
提
出
経
緯
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
及
び
五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
政
府
報
告
」
及
び
「
政
府
回
答
」
に
お
け
る
「
政
府
」
と
は
、
行
政
府
を
指
す
も
の
と
考
え
る
。

御
指
摘
の
報
告
等
に
つ
い
て
は
、
外
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
四
条
に
基
づ
い
て
、
条
約
そ

の
他
の
国
際
約
束
及
び
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
の
解
釈
及
び
実
施
に
関
す
る
事
務
等
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る

外
務
省
に
お
い
て
、
関
係
省
庁
等
と
十
分
な
協
議
を
経
た
上
で
取
り
ま
と
め
、
在
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
国
際
機
関
日
本
政
府
代
表

部
に
送
付
し
、
同
代
表
部
か
ら
い
わ
ゆ
る
Ａ
規
約
委
員
会
又
は
Ｂ
規
約
委
員
会
に
対
し
日
本
政
府
に
よ
る
報
告
等
と
し
て

提
出
す
る
こ
と
と
し
て
き
て
い
る
。

御
指
摘
の
報
告
等
に
つ
い
て
は
、外
務
省
に
お
け
る
文
書
決
裁
基
準
等
に
関
す
る
訓
令（
平
成
十
年
外
務
省
訓
令
第
七
号
）

に
基
づ
き
、
適
切
に
処
理
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
報
告
等
の
取
り
ま
と
め
に
係
る
担
当
部
局
の
長
は
、
外
務
省
総
合
外
交
政
策
局
長
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

一



御
指
摘
の
「
国
連
等
に
対
す
る
説
明
」
を
行
う
義
務
は
な
い
が
、
当
該
報
告
の
早
期
提
出
に
引
き
続
き
努
め
て
ま
い
り

た
い
。

二


